
対象 根拠法令 検査項目・回数等 備考

1 食品衛生法に基づく営業許可施設及び
営業届出施設の従事者（容器包装に入
れられた食品のみを取り扱う施設は除
く）

食品衛生法第１３条

生衛第166号
令和３(2021)年５月17日
栃木県保健福祉部長
食品等取扱者の検便実施
について

〇赤痢菌・サルモネラ菌
　　ア　営業許可施設
　　　①　観光地にある施設・・年３回以上
　　　②　上記以外の施設・・年２回以上
　　イ　営業届出施設・・年1回以上
〇腸管出血性大腸菌Ｏ157・・全施設・年１回以上
〇ノロウイルス・・全施設・必要に応じて実施

〇食品衛生法第１３条 ・・「営業者は、保健所長から検便を受け
させるべき旨の指示があったときは従事者に検便を受けさせる
こと。」
〇食品衛生法一部改正に伴い、令和３年５月１７日栃木県では
「食品等取扱者の検便実施について」を定め、通知した。

2 児童福祉施設・社会福祉施設職員 大量調理施設衛生管理マ
ニュアル（平成２９年６月１
６日）

〇赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌・・毎月１回
以上
〇ノロウイルス・・１０月から３月までの間必要に応じ実施。

〇大量調理施設衛生管理マニュアルは、同一メニューを１回３
００食以上又は１日７５０食以上を提供する調理施設に適用す
るが、児童福祉施設・社会福祉施設においても大量調理施設
マニュアルに基づく衛生管理が指導されている。特に児童福祉
施設は「調理従事者だけでなくすべての職員が連携を図りつ
つ」とされている。
〇「検便検査には腸管出血性大腸菌を含めることとし、１０月か
ら３月までの間には必要に応じてノロウイルスの検便検査に努
めること。」とされている。

3 学校給食従事者 学校給食法に基づく学校
給食衛生管理基準（平成
21年4月1日）

〇赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型O157
その他必要な細菌等・・毎月2回以上

〇検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清
型O157その他必要な細菌等について、毎月2回以上実施する
こと。

4 水道事業者 水道法第21条
　

〇赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌を対象とし、必要に応じ
てコレラ菌、赤痢アメーバ、サルモネラ等・・おおむね六箇月
ごと

〇水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において
業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に
居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、
定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。
〇法第二十一条第一項 の規定により行う定期の健康診断は、
おおむね六箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の
患者（病原体の保有者を含む。）の有無に関して、行うものとす
る。 病原体検索は、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌を対象
とし、必要に応じてコレラ菌、赤痢アメーバ、サルモネラ等につ
いて行うものとし、急性灰白髄炎(小児麻痺)、流行性肝炎、泉
熱、感染性下痢症及び各種下痢腸炎にも注意すること。
〇病原体検索は、主として便について行い、必要に応じて尿、
血液、その他について行うこと。

対象となる方、法的根拠、検査項目等について


